
兵庫県内のがん診療連携拠点病院等の指定状況等（R8.4.1） 

 

１ がん診療連携拠点病院等 

二 次 

医療圏 

がんの 

医療圏 

兵庫県内のがん診療連携拠点病院等（※1） 

国指定拠点病院等(18) 県指定拠点病院(5) 準じる病院（※2）(23) 

神 戸 神 戸 

・神戸大学医学部附属病院 

・神戸市立医療ｾﾝﾀｰ中央市民病院 

・神戸市立西神戸医療ｾﾝﾀｰ 

・神鋼記念病院 

 

・神戸医療ｾﾝﾀｰ ・神戸中央病院 

・川崎病院 

・神戸市立医療ｾﾝﾀｰ 

西市民病院 

・神戸海星病院 

・神戸労災病院 

・済生会兵庫県病院 

・新須磨病院 

・神戸赤十字病院 

・甲南医療ｾﾝﾀｰ 

阪 神 

阪神南 

・関西労災病院 

・兵庫医科大学病院 

・県立尼崎総合医療ｾﾝﾀｰ 

 

・県立西宮病院 

・明和病院 

 

・市立芦屋病院 

・西宮市立中央病院 

 

阪神北 

・市立伊丹病院 

・宝塚市立病院 

 

 ・三田市民・済生会病院 

・川西市立総合医療ｾﾝﾀ  ー

・兵庫中央病院 

東播磨 東播磨 

・県立がんｾﾝﾀｰ【都道府県拠点】 

・加古川中央市民病院 

・県立加古川医療ｾﾝﾀ  ー

 

・明石医療ｾﾝﾀｰ 

・明石市立市民病院 

・高砂市民病院 

北播磨 北播磨 
・北播磨総合医療ｾﾝﾀｰ  ・市立加西病院 

・市立西脇病院 

播 磨 

姫 路 

中播磨 

・姫路赤十字病院 

・姫路医療ｾﾝﾀｰ 

・県立はりま姫路 

総合医療ｾﾝﾀｰ 

・姫路中央病院 

・姫路聖マリア病院 

・ツカザキ病院 

西播磨 ・赤穂市民病院【地域がん診療病院】（※3）   

但 馬 但 馬 ・公立豊岡病院  ・公立八鹿病院 

丹 波 丹 波 ・県立丹波医療ｾﾝﾀｰ   

淡 路 淡 路 ・県立淡路医療ｾﾝﾀｰ   

（※１）診療報酬上認められた病院（計画策定病院） 計 46病院 

（※２）兵庫県保健医療計画に記載の「専門的ながん診療の機能を有する医療機関」のうち兵

庫県がん診療連携協議会の取組に同意を頂いた医療機関 23病院 

なお、兵庫県保健医療計画における「専門的ながん診療の機能を有する医療機関」に

ついては、医療機関からの申し出に基づき随時更新を行っている。 

        （※３）がん診療連携拠点病院の無いがん医療圏にがん診療連携拠点病院との連携を前提に指定さ

れた類型 

・赤穂市民病院（連携先：加古川中央市民病院） 

 

 



２ がんの先進的医療に特化した治療を提供している医療機関（兵庫県保健医療計画に記載） 

  県立粒子線医療センター 

  県立粒子線医療センター附属神戸陽子線センター 

  神戸低侵襲がん医療センター 

 

３ がんゲノム医療拠点病院（国指定） 

  県立がんセンター 

  神戸大学医学部附属病院 

 

４ がんゲノム医療連携病院（がんゲノム医療中核拠点病院またはがんゲノム医療拠点病院選定） 

  神戸市立医療センター中央市民病院（京都大学医学部附属病院選定） 

  神鋼記念病院（京都大学医学部附属病院選定） 

  関西労災病院（大阪大学医学部附属病院選定） 

  姫路赤十字病院（岡山大学病院選定） 

  県立こども病院（神戸大学医学部附属病院選定) 

  兵庫医科大学病院（近畿大学病院選定） 

  県立尼崎総合医療センター（京都大学医学部附属病院選定） 

    加古川中央市民病院（県立がんセンター） 

  市立伊丹病院（大阪大学医学部附属病院選定） 

 

５ 小児がん拠点病院（国指定） 

  県立こども病院 

 

６ 近畿ブロック小児がん連携病院（近畿ブロック小児がん医療提供体制協議会指定） 

（１）地域の小児がん診療を行う連携病院 

   神戸大学医学部附属病院 

   県立尼崎総合医療センター 

（２）特定のがん種等についての診療を行う連携病院 

   県立がんセンター 

   県立粒子線医療センター附属神戸陽子線センター 

（３）小児がん患者等の長期の診療体制の強化のための連携病院 

兵庫医科大学病院 

   神戸市立西神戸医療センター 

   明石市立市民病院 

   加古川中央市民病院 

   北播磨総合医療センター 

   姫路赤十字病院 

   県立はりま姫路総合医療センター 

 

 



令和８年４月９日
兵庫県保健医療部疾病対策課

兵庫県指定がん診療連携拠点病院 設置要綱の改正等について

1

第２１回がん診療連携協議会
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改定点

• 医師の配置要件の緩和
• 医師以外の診療従事者（診療放射線技師、放射線技術者、がん放射線療法看護認定看護師）の配置要件の緩和
• 放射線治療に関する高額機器等を用いた医療体制整備の緩和
• 診療実績の件数計上方法の変更
（治療を提供しない施設にあっては、当該施設からの紹介により連携する施設で治療を行ったのべ患者数を計上）

● 診療体制（放射線治療）の要件緩和について

適切な医療に確実につなげることができる体制を構築することを条件に、当該施設において放射線治療の提供を
必須としない ※放射線治療が必要な患者については、国指定がん拠点病院や当該治療に長けた医療機関等へ確実につなげること

具体的には・・・

Ⅰ 兵庫県指定がん診療連携拠点病院 設置要綱の改正
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① 放射線治療装置の適正配置

• 放射線治療装置１台あたりの年間照射患者数：250名～300名

• 治療を集約することでより質の高いがん医療を提供することが可能
• 高額な医療機器や専門設備等を用いる技術は、導入及び維持にコストがかかる（コスト減）

② 放射線治療専門医の不足回避

• 放射線治療施設が分散していると、より多くの放射線専門医が必要
• 治療を集約することで医師の技術向上や働き方改革につながる

医療機関 神戸医療C 県立西宮 明和 宝塚市立 県立加古川 県立はりま姫路

患者数(人) 105 107 202 388 319 398

（R7現況報告参照）

２．改定に向けた課題について

◼ 一つの医療機関で治療が完結しない
◼ 患者を他機関へ紹介する体制整備

１．改定の狙いについて

３．審議結果：承認

• 要件を緩和すると、阪神間で県指定が増得る一方で、郡部では増えないということになるのでは・・・
• 今後、国指定の集約化についても集約化の議論をしていくことになるが、それにより県指定のあり方自体を検討していく必要
もあるのでは・・・

委員の意見
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（２）地域医療連携推進法人 神戸圏域放射線治療共同利用連合

（１）2040年を見据えたがん医療提供体制の均てん化・集約化

放射線治療装置のように、がん医療を提供する際に高額な医療機器や専用設備等を用いる技術は、導入及び維
持にコストがかかるため、将来における放射線療法の需要を考慮し、集約化して提供することが望ましい。
（令和７年８月29日付け健生が発0829第５号 厚生労働省健康・生活衛生局がん・疾病対策課長通知）

参考情報
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（３）指定要件に関するアンケート結果（R6実施）

がん対策基本計画において、「国及び都道府県は、地域の実情に応じ、均てん化を推進するとともに、持続可能ながん医療の提

供に向け、拠点病院等の役割分担を踏まえた集約化を推進する。」とされている。

こうしたことを踏まえて、がん診療連携拠点病院の現状・課題（指定要件のうち、診療実績、診療従事者等の確保の困難の有無

について）を把握するため国及び県がん拠点病院に対してアンケートを実施。（回答状況：7/８病院（回答率87.5％））

① 概 要

② 結 果

指定要件（配置する）
確保の困難

あり なし

ア がんの専門的な知識、技能を有する手術療法に携わる診療医（1 人以上）
０

(0.0)
7

(100.0)

イ 専任の専門的な知識、技能を有する放射線診断医（原則常勤1 人以上）
０

(0.0)
7

(100.0)

ウ 専従の専門的な知識、技能を有する放射線治療医（原則常勤1 人以上）
2

(28.6)
5

(71.4)

エ 専任の専門的な知識、技能を有する薬物療法医（原則専従1 人以上）
1

(14.3)
6

(85.7)

オ 緩和ケアチームに専任の専門的な知識、技能を有する緩和ケア医（常勤1 人以上）
０

(0.0)
7

(100.0)

カ 緩和ケアチームに専任の専門的な知識、技能を有する精神科医（原則常勤1 人以上）
３

(42.9)
4

(57.1)

キ 専従の専門的な知識、技能を有する病理診断医（1 人以上）
０

(0.0)
7

(100.0)

＜診療従事者（医師）＞
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指定要件（配置する）
確保の困難

あり なし

ア 専従の専門的な知識、技能を有する放射線治療に携わるの診療放射線技師（常勤１人以上）
０

(0.0)
7

(100.0)

イ 専従の専門的な知識、技能を有する放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助作業等に
携わる治療技術者（常勤１人以上）

1
(14.3)

6
(85.7)

ウ 放射線部門に専従の放射線治療に携わる専門的な知識、技能を有する看護師（常勤1 人以上）
０

(0.0)
6

(100.0)

エ 専任の薬物療法に携わる専門的な知識、技能を有する薬剤師（常勤1 人以上）
０

(0.0)
6

(100.0)

オ 外来化学療法室に専従の薬物療法に携わる看護師（常勤1 人以上）
０

(0.0)
7

(100.0)

カ 緩和ケアチームに専従の緩和ケアに携わる専門的な知識、技能を有する看護師（常勤1 人以上
０

(0.0)
7

(100.0)

キ 緩和ケアチームに緩和ケアに携わる専門的な知識、技能を有する薬剤師（1 人以上他部署との兼任可）
０

(0.0)
7

(100.0)

ク 緩和ケアチームに緩和ケアに携わる専門的な知識、技能を有する社会福祉士等（1人以上他部署との兼任可
０

(0.0)
7

(100.0)

ケ 専任の専門的な知識、技能を有する細胞検査士（1 人以上）
０

(0.0)
7

(100.0)

コ 国立がん研究センターによるがん相談支援センター相談員基礎研修⑴～⑶を終了した専従の相談支援員（１人
０

(0.0)
7

(100.0)

サ 国立がん研究センターによるがん相談支援センター相談員基礎研修⑴～⑶を修了した専任の相談支援員（１人）
1

(14.3)
6

(85.7)

シ 国立がん研究センターによる研修を終了した専従の院内がん登録実務者（１人以上）
1

(14.3)
6

(85.7)

＜診療従事者（医師以外）＞

＜その他＞
区 分 あり なし

県指定がん診療連携拠点病院において「集約化」した方がいいと思う領域はありますか。
１

(14.3)
6

(85.7)

※ありの意見
・今後、増加していくであろう移動範囲が限られる高齢がん患者など、圏域あるいは圏域を超えた地域全体でフォローしていく仕組みが必要。
・放射線治療については、毎日の通院が必要であり通院困難な患者に対し、近隣医療機関にて照射のみを行うといった連携ががん患者支援に繋
がると考える。
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➢ がん患者一人ひとりに寄り添い、誰一人取り残さない兵庫の実現に向け、がんを早期発見し、現役世代
が安心して治療と社会参画を両立できる方策について検討

○実施内容

・検討会の設置
現役世代のがん治療と社会参画の両立に向けて、現状と課題の明確化・共有を図り、
課題解決に向けた対応策を検討するため、検討会を設置

・実態調査の実施
他の都道府県への実態調査及び県内市町への意向調査を実施

500千円 財源内訳

国庫 特定 起債 一般
０ 0 0 500

◼現役世代のがん対策推進検討会の設置：【新】

Ⅱ 現役世代のがん対策推進検討会について



8Ⅲ 2040年を見据えたがん医療提供体制の均てん化・集約化に係る基本的な考え方及び検討の進め方について
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13Ⅱ 現役世代のがん対策推進検討会について
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